
鹿屋市水産物販売促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鹿屋市漁業協同組合（以下「漁協」という。）及び漁業者が

協同し、鹿屋市産の水産物の販売促進を図るため、予算の範囲内において鹿屋市

水産物販売促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することを目的と

し、その交付については、鹿屋市補助金等交付規則（平成18年鹿屋市規則第73号）

及びこの要綱の定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、漁協とする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次

の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める経費とする。 

区分 補助対象経費 

イベントの開催に要する経費 (1) イベントの会場設営に係る費用 

(2) 活魚の購入・運搬に係る費用 

(3) イベント保険料 

(4) その他市長が必要と認めるもの 

販売促進用活動に要する経費 (1) 販売促進用資材の作成・購入費用 

(2) 商談会等への参加に必要な旅費 

(3) その他市長が必要と認めるもの 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額

以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、鹿屋市水産物販売促進事業補助金交

付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

(1) 鹿屋市水産物販売促進事業計画書（別記第２号様式） 

(2) 収支予算書 



(3) その他市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第６条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、当該年

度の３月31日までに鹿屋市水産物販売促進事業補助金実績報告書（別記第３号様

式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 鹿屋市水産物販売促進事業実績書（別記第２号様式） 

(2) 収支精算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第７条 市長は、交付決定者がこの要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を

受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月30日から施行する。 



別記 

第１号様式（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

鹿屋市長       様 

 

申請人 

住所            

氏名            

 

    年度鹿屋市水産物販売促進事業補助金交付申請書 

 

    年度における鹿屋市水産物販売促進事業補助金の交付を受けたいので、

鹿屋市水産物販売促進事業補助金交付要綱第５条の規定により関係書類を添えて申

請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額  金          円 

 

２ 添付書類 

(1) 鹿屋市水産物販売促進事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 



第２号様式（第５条関係、第６条関係） 

 

鹿屋市水産物販売促進事業計画書（実績書） 

 

１ 事業主体： 

 

２ 事業計画（事業実績） 

(1) イベント実施計画（実績） 

実施（予定）日 事 業 内 容 開催場所 

   

   

   

   

   

   

   

 

(2) 販売促進用資材の作成、購入計画（実績） 

物品名 利用計画（実績） 

  

  

  

  

  

  

  

 

(3) 事業費負担区分 

事業費（円） 
負担区分 備 考 

市補助金（円） 事業者負担（円）  

    

 

(4) 事業実施期間 

    年  月  日から    年  月  日まで 



第３号様式（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

鹿屋市長       様 

 

申請人 

住所            

氏名            

 

鹿屋市水産物販売促進事業補助金実績報告書 

 

    年  月  日付け  第  号で交付決定のあった鹿屋市水産物販売

促進事業を実施したので、鹿屋市水産物販売促進事業補助金交付要綱第６条の規定

により関係書類を添えて実績を報告します。 

 

記 

 

添付書類 

(1) 鹿屋市水産物販売促進事業実績書 

(2) 収支精算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 


